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第 39 回長野原町商工会通常総代会が 5 月 24 日（火）午後 3 時より長野原町商工会館において開催さ

れ、平成 27 年度事業報告、補正予算及び収支決算、平成 28 年度事業計画（案）、収支予算（案）につい

て審議され全て原案通り承認可決決定されました。 

議案の詳細・要点につきましては、同封の開催報告書をご覧ください。 

 

 

日本政策金融公庫高崎支店では、本年も『一日公庫』を開催します。 

公庫の融資担当者が出張相談を承りますので大変便利です。お気軽にご相談ください！！ 

～国の事業ローン（普通貸付）～ 

◎ご融資額  ４，８００万円以内 

◎ご返済期間 運転資金 ５年以内（据置 1年以内） 

                             設備資金１０年以内（据置２年以内） 

◎利     率 １.２５％～（固定） H28.4.13現在 

                             資金使途・返済期間により異なる 

                             利率が適用されます。 

※審査の結果、ご希望に添えないことがあります。 

◇開催日時 平成２８年 ６月２１日(火) 

      10時～12時 

◇場  所 長野原町商工会館 会議室 

 

※ ご相談ご希望の方は、予約制になっていま

すのでお早めにご連絡ください。 

（電話 商工会 ８２－２２０８） 

※ 担当：小林・湯本 

ぐんま共済の生命医療共済 “シルクシニア〟 

  （60歳以上の方の生命医療共済） 

商品の特長    お問い合わせは商工会へ 

・85歳の誕生月の月末まで継続保障 

・年齢性別を問わず一律掛金  月額 3,200円 

・がん入院、治療の保障を充実 

・緩和型健康告知の採用 

（持病があっても４つの告知をクリアすれば加入可能） 

商工会の専門家派遣制度をご活用ください！！ 
厳しい経営環境のなか、会員の皆様が抱える悩みや課題はより高度化・専門化・複雑化する傾向にあり

ます。そのようなニーズに対応するため、各分野に精通した専門家を派遣しアドバイスを行います。 

相談無料・秘密厳守ですので、是非お気軽に専門家派遣制度をご活用下さい。 

◆エキスパート事業  一般的な相談（経営管理、法律関係、デザイン関係、販促関係、情報関係等） 

            例：財務分析、債権回収、ﾛｺﾞﾏｰｸ･ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ、販路拡大、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成など 

            ※弁護士への法律相談は、弁護士事務所までお越しいただきます。 

 ◆経営安定特別相談室 業況が厳しい場合の経営相談 

            例：資金繰り、融資相談、債権回収、法律相談、会社整理、自己破産など 

            ※弁護士への法律相談は、弁護士事務所までお越しいただきます。 

 ◆消費税軽減税率等窓口相談事業 複数回による専門的な相談 

            例：経営革新、事業承継、ＩＳＯ取得、商品開発、販売促進、情報関係、労務管

理、法律相談など 

※上記３事業は予算終了で、事業終了となりますのでお早めにお申込み下さい。 

 

『一日公庫』開催のご案内について 

1.今までに公的介護保険制度の要介護または 

要支援の認定を受けたことが無い。 

2.最近 3 ヶ月以内に医師から検査、入院、手 

術、放射線治療、先進医療による療養のい 

ずれかをすすめられたことが無い。 

3.過去 2 年以内に入院、施術、放射線治療、 

先進医療による療養を受けたことが無い。 

4.過去 5 年以内に癌、肝硬変、慢性肝炎で医 

師の診療、検査、治療、投薬のいずれかを

受けたことが無い。 

４ 

つ 

の 

告 
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派遣 １相談 １回 

派遣 １相談 １回 

 

派遣 １相談 ３回 
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源泉税申告の集合受付のご案内 

 平成 28 年上半期の源泉所得税納期特例分の申告

納付時期がまいります。 

 納付期限が７月１１日のため、下記により集合受

付をいたします。 

◇７月６日（水）10時～16時 長野原町商工会 

◇７月７日（木）10時～12時 北軽井沢観光協会 

  上記日時でご都合の悪い方は随時商工会へ 

◇ご用意いただくもの 

・従業員（専従者・アルバイト含む）毎に支払し

た月別（1月～6月）の給与及び給与から控除 

した雇用保険料や源泉所得税額が分かる書類。 

【重要】 

＊マイナンバー制度の導入に伴い、税務関係書類

に【個人番号】を記載する必要があるため、従

業員・パート等がいる場合は、氏名・住所・生

年月日のほかに【個人番号】も控えてきてくだ

さい。 

＊源泉税申告手数料 3,240円（年間・税込み）は、

年度末（平成 29 年 3 月 24 日（予定））の徴収と

なります。 

 記帳機械化で経理をされている会員の皆さんへ 

今年上半期の経理処理のため、現金出納帳・預金通

帳・借入返済表等）を早めにご提出ください。 

平成２８年度各種団体会費等の徴収について 

 商工会並びに商工会で受託している関係団体の平成 28

年度会費等については、下記の日程で徴収させていただき

ますのでご案内いたします。口座振替の方は期日の前日ま

でに口座残高の確認をお願いいたします。 

長野原町商工会・会  費   4・6・9・12 月  個別 

          末営業日 

       事務手数料  3 月 24 日     個別 

        青年部    6 月 30 日      個別 

        女性部    6 月 30 日   2,400 円 

長野原町青色申告会・会費   6 月 30 日   3,000 円 

長野原中央商工(協)・組合費   6 月 30 日    2,000 円 

              カード会員  6・9・12・2 月  個別 

               末営業日 

長野原町各職組合・組合費   6 月 30 日   4,000 円 

長野原観光協会・会費     6 月 28 日    個別 

吾妻法人会青年部・会費    9 月 30 日   2,000 円 

労働保険事務組合 労働保険料 6 月 24 日・10 月 31 日 

               1 月 31 日    個別   

※商工会の「事務手数料」には、所得税申告手数料、譲渡 

 所得申告手数料、諸届作成手数料、消費税申告手数料、 

 源泉税申告手数料、金融あっせん手数料、労働保険手数 

料を含みます 

※口座振替契約いただいている事業所は、指定金融機関よ 

り振替させていただきます。 

※口座振替契約されていない事業所は、原則各団体の指定 

 口座への振込をお願いいたします。ご連絡いただければ、 

集金にお伺いいたします。 

※振替口座の変更を希望される方は、各納期の３週間前ま

でにお申込み下さい。    

 

お問合せ 

お申込みは商工会まで 

電話 82-2208 

高校生アルバイトを雇う予定がある事業者様へ 

労働基準法等の法律を順守する必要があります。近

隣高校のほとんどが学校等への届出により許可し

ている状況から、青少年健全育成の観点からも法律

順守にご理解下さいますようお願いいたします。 

 


